
陸前高田市規則第１２号 

陸前高田市景観条例施行規則 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）及

び陸前高田市景観条例（平成３０年陸前高田市条例第１５号。以下「条例」

という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（景観計画の軽微な変更） 

第２条 条例第３条第３項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更

とする。 

 ⑴ 法第８条第２項第１号、第２号及び第４号に掲げる事項並びに同条第３項の方

針の変更 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める変更 

（景観計画区域内における行為の届出書） 

第３条 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」とい 

 う。）第１条第１項及び条例第６条第２項の規定による届出書は、景観計画区域内

における行為（変更）届出書（様式第１号）によらなければならない。 

２ 条例第６条第４項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為

の規模が大きいため、第１号又は第３号の縮尺の図面によっては適切に表示するこ

とができない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面

をもって、これらの図面に替えることができる。 

 ⑴ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示

する図面で縮尺２，５００分の１以上のもの 

 ⑵ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 

 ⑶ 設計又は施行方法を明らかにする図面で縮尺１００分の１以上のもの 

 ⑷ 景観形成基準への適合に関する事項を記載した書類 

 ⑸ その他参考となるべき事項を記載した図書 

（景観計画区域内における行為の変更届出書） 

第４条 法第１６条第２項の規定による届出は、景観計画区域内における行為（変 

 



 更）届出書により行わなければならない。 

（公表） 

第５条 条例第９条第２項の規定に基づく公表は、次の事項について行うものとす 

 る。 

 ⑴ 法第１６条第３項の規定に基づく勧告（以下「勧告」という。）に従わない者

の氏名（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 ⑵ 勧告に従わない者の住所（法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の

所在地） 

 ⑶ 勧告の内容 

（景観計画区域内における行為の通知書） 

第６条 法第１６条第５項の規定による通知は、景観計画区域内における行為（変 

 更）通知書（様式第２号）により行わなければならない。 

（届出を要しない行為） 

第７条 条例第１０条第１項第１号の規則で定める工作物並びに同号及び同項第２号

の規則で定める規模は、一般景観地域にあっては別表第１、重点景観地域にあって

は別表第２に掲げるとおりとする。 

２ 条例第１０条第１項第３号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

 ⑴ 岩手県文化財保護条例（昭和５１年岩手県条例第４４号）第１６条第１項若し

くは第４１条第１項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第３４条第１

項の規定により届け出て行う行為 

 ⑵ 文化財保護条例（昭和５３年条例第２１号）第１５条第１項若しくは第３６条

第１項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第３１条第１項の規定によ

り届け出て行う行為  

３ 条例第１０条第１項第４号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。  

 ⑴ 岩手県文化財保護条例第１６条第１項ただし書又は第４１条第１項ただし書に

規定する行為  

 ⑵ 文化財保護条例第１５条第１項ただし書又は第３６条第１項ただし書に規定す

る行為  

 ⑶ 条例第６条第１項第２号に掲げる行為で堆積の期間が９０日を超えないもの 

 （景観計画区域内における行為の完了報告等の届出） 
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第８条 条例第１３条の規定による届出は、景観計画区域内における行為の完了（取

りやめ）報告の届出書（様式第３号）により行わなければならない。 

 （行為の着手制限期間の短縮） 

第９条 市長は、法第１８条第２項の規定に基づき同条第 1項本文の期間を短縮する

ときは、法第１６条第１項又は第２項の規定による届出をした者に対し、その旨を

通知しなければならない。 

 （景観重要建造物指定提案書） 

第１０条 省令第７条第１項（同条第２項において読み替えて準用する場合を含 

 む。）の提案書は、景観重要建造物指定提案書（様式第４号)によらなければならな

い。 

 （景観重要建造物の標識の設置） 

第１１条 法第２１条第２項の規定により設置する標識には、景観重要建造物である

旨並びに当該景観重要建造物の名称、指定番号及び指定の年月日を記載するものと

し、その所有者と協議の上、当該景観重要建造物の良好な景観を阻害しない場所に

これを設置しなければならない。 

 （景観重要建造物現状変更許可申請書） 

第１２条 省令第９条第１項の申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書（様式

第５号）によらなければならない。 

 （景観重要建造物の管理の方法の基準） 

第１３条 条例第１６条第４号の規則で定める基準は、木竹の成長、枯死等により景

観重要建造物が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときに直ちに市長と協

議し、当該景観重要建造物の滅失及びき損を防ぐための措置を講ずることとす 

 る。 

（景観重要樹木指定提案書） 

第１４条 省令第１２条第１項（同条第２項において読み替えて準用する場合を含 

 む。）の提案書は、景観重要樹木指定提案書（様式第６号）によらなければならな 

 い。 

（景観重要樹木の標識の設置） 

第１５条 法第３０条第２項の規定により設置する標識には、景観重要樹木である旨

並びに当該景観重要樹木の名称、樹種、指定番号及び指定の年月日を記載するもの 
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 とし、その所有者と協議の上、当該景観重要樹木の良好な景観を阻害しない場所に

これを設置しなければならない。 

（景観重要樹木現状変更許可申請書） 

第１６条 省令第１４条第１項の申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書（様式

第７号）によらなければならない。 

（景観重要樹木の管理の方法の基準） 

第１７条 条例第１８条第３号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育の状況を定期に点検するこ 

  と。 

 ⑵ 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときに直ちに市長

と協議の上、当該景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐための措置を講ずること 

 （景観重要建造物（景観重要樹木）所有者変更届出書） 

第１８条 法第４３条の規定による届出は、景観重要建造物（景観重要樹木）所有者

変更届出書（様式第８号）により行わなければならない。 

（提出書類の部数） 

第１９条 法、省令、条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、 

 法第１６条第１項又は第２項の規定により提出するものにあっては正副２部、その 

 他のものにあっては１部とする。 

（補則） 

第２０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 



別表第１（第７条関係） 

行為の種類 

一般景

観地域

を構成

する地

区の種

別 

規 模 

法第１６

条第１項

第１号に

掲げる行

為 

建築物の新築又は移転 すべて

の地区 

高さ １３メートル 

軒高 ９メートル 

延べ床面積 １，０００平方メート

ル 

建築物の増築又は改築 すべて

の地区 

次に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める規模 

⑴ 増築又は改築の前の建築物の

規模が建築物の新築又は移転の

項に掲げる規模を超える建築物 

 ア 当該増築又は改築に係る床

面積の合計が２００平方メー

トル 

 イ 当該増築又は改築に係る床

面積の合計が当該増築又は改

築の前の延べ床面積の２割 

⑵ ⑴に掲げる建築物以外の建築

物当該増築又は改築により、建築

物の新築又は移転の項に掲げる

規模を超えない規模 

建築物の外観を変更す

ることとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の

変更（以下「修繕等」

という。） 

すべて

の地区 

次に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める規模 

⑴ 建築物の新築又は移転の項に

掲げる規模を超える建築物 

 ア 当該修繕等に係る屋根の面

積が当該修繕等の前の屋根の

面積の２割 

 イ 当該修繕等に係る外壁の面

積が当該修繕等の前の外壁の

面積の２割 

⑵ ⑴に掲げる建築物以外の建築

物 すべての規模 

 

法第１６

条第１項

第２号に

掲げる行

為 

工
作
物
の
新
設 

又
は
移
転 

１ 煙突、排気塔

その他これらに

類するもの、鉄

筋コンクリート

造の柱、鉄柱そ

すべて

の地区 

高さ １３メートル（工作物が建築

物と一体となって設置される場合

において、地盤面から当該工作物の

上端までの高さが１３メートルを

超えるときは、５メートル） 



法第１６

条第１項

第２号に

掲げる行

為 

工
作
物
の
新
設
又

は
移
転 

  の他これらに類

するもの、高架

水槽、物見塔そ

の他これらに類

するもの、観覧

車、飛行塔、メ

リーゴーラウン

ド、ウォーター

シュート、コー

スターその他こ

れらに類する遊

戯施設、コンク

リートプラン

ト、アスファル

トプラントその

他これらに類す

る製造施設、自

動車車庫の用途

に供する施設、

石油、ガス、飼

料等の貯蔵施

設、汚物処理施

設、ごみ処理施

設その他これら

に類する施設、

彫像、記念碑そ

の他これらに類

するもの及び太

陽光発電設備 

築造面積 １，０００平方メートル 

２ 擁壁、さく、

塀その他これら

に類するもの 

すべて

の地区 

高さ ５メートル 

３ 電気供給のた

めの電線路、有

線電気通信のた

めの線路その他

これらに類する

もの（その支持

物も含む。） 

すべて

の地区 

高さ ２０メートル（工作物が建築

物と一体となって設置される場合

において、地盤面から当該工作物の

上端までの高さが２０メートルを

超えるときは、１０メートル） 

  

   



法第１６

条第１項

第２号に

掲げる行

為 

工
作
物
の
新
設
又

は
移
転 

 

 

４ 空中線系（そ

の支持物を含

む。） 

すべて

の地区 

高さ（工作物が建築物と一体となっ

て設置される場合は、地盤面から当

該工作物の上端までの高さ） １５

メートル 

５ 自動販売機 

 

自然景

観地区 

次に掲げる設置場所に応じ、それぞ

れ次に定める規模 

⑴ 屋外に設置される自動販売機 

高さ １メートル 

⑵ ⑴に掲げる自動販売機以外の

自動販売機 すべての規模 

市街地

景観地

区及び

農山漁

村景観

地区 

すべての規模 

６ 建植広告物等

（建植広告物、

広告板（建築物

に添加されるも

のを除く。）、

そで看板（建築

物に取り付けら

れるものを除

く。）及びアー

チ広告物並びに

これらに類する

もの並びにこれ

らを掲出する物

件をいう。以下

同じ。） 

すべて

の地区 

すべての規模 

７ １の目から６

の目までに掲げ

る工作物以外の

工作物 

すべて

の地区 

すべての規模 

 

工作物の増築又は改築 すべて

の地区 

次に掲げる工作物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める規模 

⑴ 増築又は改築の前の工作物の

規模が工作物の新設又は移転の

項に掲げる規模を超える工作物 

 

  



法第１６

条第１項

第２号に

掲げる行

為 

   ア 当該増築又は改築に係る築

造面積が２００平方メートル 

 イ 当該増築又は改築に係る築

造面積が当該増築又は改築の前

の築造 面積の２割 

⑵ ⑴に掲げる工作物以外の工作

物 すべての規模 

工作物の修繕等 すべて

の地区 

次に掲げる工作物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める規模 

⑴ 工作物の新設又は移転の項に

掲げる規模を超える工作物 当

該修繕等に係る面積が当該修繕

等による変更前の面積の２割 

⑵ ⑴に掲げる工作物以外の工作

物 すべての規模 

法第１６条第１項第３号に掲げ

る行為並びに条例第６条第１項

第１号及び第３号に掲げる行為 

すべて

の地区 

当該行為により生じるのり面又は

擁壁が高さ５メートル又は長さ 

１０メートル  

面積 ３，０００平方メートル 

条例第６条第１項第２号に掲げ

る行為 

すべて

の地区 

高さ ５メートル 

面積 １，０００平方メートル 

 

  



別表第２（第７条関係） 

行為の種類 

重点景

観地域

を構成

する地

区の種

別 

規模 

法第１６

条第１項

第１号に

掲げる行

為 

建築物の新築、増築、改

築又は移転 

すべて

の地区 

⑴ 高さ１０メートル 

⑵ 延べ床面積 １０平方メート

ル 

建築物の修繕等（建築物

利用広告物（広告板（建

築物に添加されるもの

に限る。）、そで看板（建

築物に取り付けられる

ものに限る。）及び屋上

広告物並びにこれらに

類するもので建築物に

表示されるもの並びに

これらを掲出する物件

をいう。以下同じ。）の

新設、増築、改築若しく

は修繕等以外のものに

限る） 

すべて

の地区 

次に掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める規模 

⑴ 建築物の新築又は移転の項に

掲げる規模を超える建築物 当

該修繕等に係る部分の面積が 

 １０平方メートルを超えるもの 

⑵ ⑴に掲げる建築物以外の建築

物 すべての規模 

建築物利用広告物の新

設、増築、改築若しくは

修繕等 

すべて

の地区 

単面の表示面積 ２平方メートル 

法第１６

条第 1 項

第２号に

掲げる行

為 

工
作
物
の
新
設
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転 

１ 煙突、排気

塔その他これ

らに類するも

の、鉄筋コン

クリート造の

柱、鉄柱その

他これらに類

するもの、高

架水槽、物見

塔その他これ

らに類するも

の 

すべて

の地区 

高さ ５メートル 

２ 観覧車、飛

行塔、メリー

ゴーラウン

ド、ウォータ

すべて

の地区 

高さ ５メートル 

築造面積 １０平方メートル 



工
作
物
の
新
設
、
増
築
、
改
築
又
は
移
転 

法第１６

条第 1 項

第２号に

掲げる行

為 

ーシュート、

コースターそ

の他これらに

類する遊戯施

設、コンクリ

ートプラン

ト、アスファ

ルトプラント

その他これら

に類する製造

施設、自動車

車庫の用途に

供する施設、

石油、ガス、

飼料等の貯蔵

施設、汚物処

理施設、ごみ

処理施設その

他これらに類

する施設、彫

像、記念碑そ

の他これらに

類するもの及

び太陽光発電

設備 

３ 擁壁、さく、

塀その他これら

に類するもの 

すべて

の地区 

高さ １．５メートル 

４ 電気供給の

ための電線

路、有線電気

通信のための

線路その他こ

れらに類する

もの（その支

持物も含

む。）、空中

線系（その支

持物を含む） 

すべて

の地区 

高さ １０メートル 



法第１６

条第 1 項

第２号に

掲げる行

為 

 

 

  

５ 自動販売機 すべて

の地区 

次に掲げる設置場所に応じ、それぞ

れ次に定める規模 

⑴ 屋外に設置される自動販売機 

高さ １メートル 

⑵ ⑴に掲げる自動販売機以外の

自動販売機 すべての規模 

６ 建植広告物

等 

すべて

の地区 

単面の表示面積 ２平方メートル 

７ １の目から

６の目までに

掲げる工作物

以外の工作物 

すべて

の地区 

すべての規模 

工
作
物
の
修
繕
等 

１ 工作物（建

植広告物等以

外のものに限

る） 

すべて

の地区 

次に掲げる工作物の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める規模 

⑴ 工作物の新設、増築、改築又は

移転の項に掲げる規模を超える

工作物 当該修繕等に係る面積

が１０平方メートル 

⑵ ⑴に掲げる工作物以外の工作

物 すべての規模 

２ 建植広告物

等 

すべて

の地区 

単面の表示面積 ２平方メートル 

法第１６条第１項第３号に掲げ

る行為並びに条例第６条第１項

第１号及び第３号に掲げる行為 

すべて

の地区 

当該行為により生じるのり面又は

擁壁が高さ１．５メートル 

面積 ３００平方メートル 

条例第６条第１項第２号に掲げ

る行為 

すべて

の地区 

高さ １．５メートル 

面積 １００平方メートル 

条例第６条第１項第４号に掲げ

る行為 

すべて

の地区 

木竹の高さ １０メートル 

伐採面積 ３００平方メートル 



 



   年  月  日 

 陸 前 高 田 市 長 様  

 届出者 住 所  

 氏 名  

    法人その他の団体にあっては、主たる事務所の 
所在地及び名称並びに代表者の氏名 

景観計画区域内における行為（変更）届出書 

景観法第 16条第１項（第２項）の規定により、景観計画区域内の行為について、次のとおり届け出ます。 

行為に係る地域 

及び地区の名称 

         地域 
他法令による地

区指定等の状況 

※ 

地区 

行為の目的  

行為の場所  

予定期日等 行為着手予定日 年 月 日   行 為 完 了 予 定 日 年 月 日   

行為の種類及

び施行方法 

建 築 物 

の 新 築 等 

新築・増築・改築・移転・外観の変更（修繕、模様替、色彩） 

用途（                                 ） 

区 分 行 為 部 分 既 存 部 分 合 計 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最 高 の 高 さ ｍ ｍ  

軒 の 高 さ ｍ ｍ  

外 観 変 更 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

構 造 造 階建 

工 作 物 

の 新 設 等 

新設・増築・改築・移転・外観の変更（修繕、模様替、色彩） 

用途（                                 ） 

区 分 行 為 部 分 既 存 部 分 合 計 

築造又は表示面積  ㎡ ㎡ ㎡ 

高 さ ｍ ｍ  

外 観 変 更 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

構 造  

開 発 行 為 等 

開発行為、土地の開墾、土地の形質の変更、水面の埋立て、干拓 

  面   積 生じるのり面又は擁壁の高さ 生じるのり面又は擁壁の長さ 

㎡ ｍ ｍ 

屋外における 

物 件 の 堆 積 

土石、廃棄物、再生資源、その他（        ） 

高     さ 土地面積 

ｍ ㎡ 

鉱物の掘採又は 

土 石 の 採 取 

鉱物の掘採、土石の採取 

面   積 のり面又は擁壁の高さ のり面又は擁壁の長さ 

㎡ ｍ ｍ 

木 竹 の 伐 採 
目   的 主な伐採樹種 伐採種別 高さ 伐採面積 本数 

      

担 当 者 住所  氏名  電話番号  

景観形成のために 

特に配慮した事項 

 

そ の 他 の 

参 考 事 項 

 

 

 備考 

  １ ※欄は、記載しないでください。 

  ２ 行為に係る地域及び地区の名称の欄には、景観計画における地域区分の名称を記入してください。 

  ３ 建築物及び工作物の欄の新築・増築・改築・移転・外観の変更（修繕、模様替、色彩）は、該当する事項を○で囲むとともに（ ）

内に用途等を記載してください。（開発行為等、屋外における物件の堆積、鉱物の掘採又は土石の採取についても同じ。） 

  ４ 建築物及び工作物の欄の外観の変更とは、建築物又は工作物の増築又は改築に当たらないものである。 

  ５ 構造欄については、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記載してください。 

  ６ 建築物及び工作物の高さは地盤面からの最高高さ（避雷針を除く。）をいう。なお、工作物欄の高さには、当該工作物の高さを

記載してください。ただし、建築物と一体となって設置される工作物については、括弧書にて地盤面から当該工作物の上端まで

の高さを記載してください。 

  ７ 木竹の伐採欄の伐採種別には、皆伐、択伐の別を記載してください。 

  ８ その他の参考事項欄には、変更理由（行為の変更の届出の場合に限る。）及び他の法令の規定により当該行為が行政庁の許認可 

   等を必要とするときは、その旨を記載する等参考となる事項を記載してください。 

  ９ 行為の変更の届出の場合は、行為部分の欄に変更後のものを記載し、その後に変更前のものを括弧内に記載してください。 

  10 この届出書には、行為の種類に応じて、裏面に掲げる図書（行為の変更の届出にあっては、当該変更に係るもの）及びその他 

   提出を求められた図書を添付してください。 

  11 提出する書類の部数は正副２部とする。 

  

様式第１号（第３条、第４条関係） 
（表） 

（Ａ４） 



景観計画区域内における行為（変更）届出書の添付書類 

【建築物の新築等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

建築物の 

新築等 

景観形成基準 

チェックシート 
景観形成基準に対する配慮の状況 

付近見取図 縮尺、方位、道路などの公共施設、目標となる地物及び行為の位置 

配置図 

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における届出に係る建築物の位置、届

出に係る建築物と他の建築物、工作物等の別、建築物等の各部分の高さ、擁壁、

土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置、樹種、樹高

及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料、緑化率算定表及び植

栽計画 

各階平面図 縮尺、方位、寸法及び開口部の位置 

2面以上の立面図 

縮尺、方位、開口部又は附属設備の位置又は形状及び壁面又は屋根の仕上げ材料

又は色彩（色彩はマンセル記号で表示すること。） 

（避けるべき色を使用した場合は、その面を含む立面図を加えること。） 

カラー現況写真 
行為の場所及びその周辺の状況、撮影位置及び方向（配置図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

面積表 
敷地面積、棟ごとの行為部分又は既存部分ごとの建築面積及び延べ面積 

各面の屋根及び外壁の見付面積、避けるべき色の使用面積 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成のうえ添付してください。 

 

景観計画区域内における行為（変更）届出書の添付書類 

【工作物の新設等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

工作物の 

新設等 

景観形成基準 

チェックシート 
景観形成基準に対する配慮の状況 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

配置図 

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、主要な道路からの後退距離、敷地内における

届出に係る工作物の位置、届出に係る工作物と他の建築物、工作物等の別、擁壁、

土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置、樹種、樹高

及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料 

平面図 

又は横断面図 
縮尺、方位及び主要部分の寸法 

2面以上の側面図

又は縦断面図 

縮尺、工作物の高さ、主要部分の寸法、仕上げ材料及び色彩（色彩はマンセル記

号で表示すること。） 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（配置図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

面積表 敷地面積、棟ごとの行為部分又は既存部分ごとの築造面積及び延べ面積 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

※ 自動販売機については、付近見取り図、配置図、カラー現況写真、周辺景観との調和が分かる図面を添付してください。 

  

（裏 1/3） 



 

景観計画区域内における行為（変更）届出書の添付書類 

【開発行為等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

開発行為等 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

現況図 
縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区

域 

計画図 
縮尺、方位、行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模並び

に行為後の土地利用計画及び緑化計画 

縦横断図 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（現況図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

景観計画区域内における行為（変更）届出書の添付書類 

【屋外における物件の堆積等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

屋外における物

件の堆積 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

配置図 

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法、物の堆積の位置、遮へい物の位置、種類、構

造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員、隣接する土地との高低差並びに付近

の土地利用の現況 

立面図 縮尺、方位、寸法及び堆積に係る物件又は遮へい物の位置又は形状 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（配置図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

景観計画区域内における行為（変更）届出書の添付書類 

【鉱物の掘採等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

鉱物の掘採又は 

土石の採取 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

現況図 
縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区

域 

計画図 
縮尺、方位、行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模、行

為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模並びに事後の措置及び緑化計画 

縦横断図 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（現況図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

  

（裏 2/3） 



 

景観計画区域内における行為（変更）届出書の添付書類 

【木竹の伐採】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

木竹の伐採 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

伐採計画図 縮尺、方位、伐採区域、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員 

土地利用計画図 縮尺、方位、行為後の土地利用計画（緑化計画等） 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（付近見取図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

（裏 3/3） 



  年  月  日 

 陸 前 高 田 市 長  様  

 通知者 所在地  

 名 称            

代表者名                    

 

     

景観計画区域内における行為（変更）通知書 

景観法第 16条第５項の規定により、景観計画区域内の行為について、次のとおり通知します。 

行為に係る地域及

び 地 区 の 名 称 

地域 他法令による地

区指定等の状況 

※ 

地区 

行為 の目的  

行為 の場所  

予定 期日等 行為着手予定日 年 月 日   行 為 完 了 予 定 日 年 月 日   

行為の種類及

び施 行方法 

建 築 物 

の 新 築 等 

新築・増築・改築・移転・外観の変更（修繕、模様替、色彩） 

用途（                                 ） 

区 分 行 為 部 分 既 存 部 分 合 計 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最 高 の 高 さ ｍ ｍ  

軒 の 高 さ ｍ ｍ  

外 観 変 更 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

構 造 造 階建 

工 作 物 

の 新 設 等 

新設・増築・改築・移転・外観の変更（修繕、模様替、色彩） 

用途（                                 ） 

区 分 行 為 部 分 既 存 部 分 合 計 

築造又は表示面積  ㎡ ㎡ ㎡ 

高 さ ｍ ｍ  

外 観 変 更 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

構 造  

開 発 行 為 等 

開発行為、土地の開墾、土地の形質の変更、水面の埋立て、干拓 

面   積 のり面又は擁壁の高さ のり面又は擁壁の長さ 

㎡ ｍ ｍ 

屋外における 

物 件 の 堆 積 

土石、廃棄物、再生資源、その他（        ） 

高     さ 土地面積 

ｍ ㎡ 

鉱物の掘採又は 

土 石 の 採 取 

鉱物の掘採、土石の採取 

面   積 生じるのり面又は擁壁の高さ 生じるのり面又は擁壁の長さ 

㎡ ｍ ｍ 

木 竹 の 伐 採 
目  的 主な伐採樹種 伐採種別 高  さ 伐採面積 本  数 

      

担 当 者 住所  氏名  電話番号  

景観形成のために特に

配 慮 し た 事 項 

 

そ の 他 の 参 考 事 項  

備考 

 １ ※欄は、記載しないでください。 

 ２ 行為に係る地域及び地区の名称の欄には、景観計画における地域区分の名称を記入してください。 

 ３ 建築物及び工作物の欄の新築・増築・改築・移転・外観の変更（修繕、模様替、色彩）は、該当する事項を ○で囲むとともに（ ）

内に用途等を記載してください。（開発行為等、屋外における物件の堆積、鉱物の掘採又は土石の採取についても同じ。） 

 ４ 建築物及び工作物の欄の外観の変更とは、建築物又は工作物の増築又は改築に当たらないものである。 

 ５ 構造欄については、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記載してください。 

 ６ 建築物及び工作物の高さは地盤面からの最高高さ（避雷針を除く。）をいう。なお、工作物欄の高さには、当該工作物の高さを記

載してください。ただし、建築物と一体となって設置される工作物については、括弧書にて地盤面から当該工作物の上端までの高さ

を記載してください。 

 ７ 木竹の伐採欄の伐採種別には、皆伐、択伐の別を記載してください。 

 ８ その他の参考事項欄には、変更理由（行為の変更の届出の場合に限る。）及び他の法令の規定により当該行為が行政庁の許認可等

を必要とするときは、その旨を記載する等参考となる事項を記載してください。   

 ９ 行為の変更の通知の場合は、行為部分の欄に変更後のものを記載し、その後に変更前のものを括弧内に記載してください。 

 10 この通知書には、行為の種類に応じて、景観法施行規則第１条第２項各号に規定する図書として、裏面に掲げる図書に記載すべき

事項を記載した図書（行為の変更の通知にあっては、当該変更に係るもの）及びその他提出を求められた図書を添付してください。 

 11 提出する書類の部数は正副２部とする。 

様式第２号（第６条関係） 
（表） 

（Ａ４） 



 

景観計画区域内における行為（変更）通知書の添付書類 

【建築物の新築等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

建築物の 

新築等 

景観形成基準 

チェックシート 
景観形成基準に対する配慮の状況 

付近見取図 縮尺、方位、道路などの公共施設、目標となる地物及び行為の位置 

配置図 

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、敷地内における届出に係る建築物の位置、届出

に係る建築物と他の建築物、工作物等の別、建築物等の各部分の高さ、擁壁、土地

の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本

数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料、緑化率算定表及び植栽計画 

各階平面図 縮尺、方位、寸法及び開口部の位置 

2面以上の立面図 

縮尺、方位、開口部又は附属設備の位置又は形状及び壁面又は屋根の仕上げ材料又

は色彩（色彩はマンセル記号で表示すること。） 

（避けるべき色を使用した場合は、その面を含む立面図を加えること。） 

カラー現況写真 
行為の場所及びその周辺の状況、撮影位置及び方向（配置図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

面積表 
敷地面積、棟ごとの行為部分又は既存部分ごとの建築面積及び延べ面積 

各面の屋根及び外壁の見付面積、避けるべき色の使用面積 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

 

景観計画区域内における行為（変更）通知書の添付書類 

【工作物の新設等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

工作物の 

新設等 

景観形成基準 

チェックシート 
景観形成基準に対する配慮の状況 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

配置図 

縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、主要な道路からの後退距離、敷地内における届

出に係る工作物の位置、届出に係る工作物と他の建築物、工作物等の別、擁壁、土

地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び

本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料 

平面図 

又は横断面図 
縮尺、方位及び主要部分の寸法 

2面以上の側面図

又は縦断面図 

縮尺、工作物の高さ、主要部分の寸法、仕上げ材料及び色彩（色彩はマンセル記号

で表示すること。） 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（配置図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

面積表 敷地面積、棟ごとの行為部分又は既存部分ごとの築造面積及び延べ面積 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

※ 自動販売機については、付近見取り図、配置図、カラー現況写真、周辺景観との調和が分かる図面を添付してください。 

 

（裏 1/3） 



景観計画区域内における行為（変更）通知書の添付書類 

【開発行為等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

開発行為等 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

現況図 縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域 

計画図 
縮尺、方位、行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模並びに

行為後の土地利用計画及び緑化計画 

縦横断図 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（現況図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

 

景観計画区域内における行為（変更）通知書の添付書類 

【屋外における物件の堆積等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

屋外における 

物件の堆積 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

配置図 

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法、物件の堆積の位置、遮へい物の位置、種類、構

造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員、隣接する土地との高低差並びに付近の

土地利用の現況 

立面図 縮尺、方位、寸法及び堆積に係る物又は遮へい物件の位置又は形状 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（配置図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

 

景観計画区域内における行為（変更）通知書の添付書類 

【鉱物の掘採等】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

鉱物の掘採又は 

土石の採取 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

現況図 縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域 

計画図 
縮尺、方位、行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模、行為

中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模並びに事後の措置及び緑化計画 

縦横断図 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（現況図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

 

（裏 2/3） 



景観計画区域内における行為（変更）通知書の添付書類 

【木竹の伐採】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

木竹の伐採 

景観形成基準 

チェックシート 

景観形成基準に対する配慮の状況 

周辺との調和への配慮がわかる図書 

付近見取図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

伐採計画図 縮尺、方位、伐採区域、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員 

土地利用計画図 縮尺、方位、行為後の土地利用計画（緑化計画等） 

カラー現況写真 
撮影位置及び方向（付近見取図に示すこと。） 

行為の場所及びその周辺の状況の近景及び遠景を写した写真 

※ 景観形成基準チェックシートは、別に定める様式により作成し添付してください。 

 

 

国の機関等が自ら良好な景観検討を行った場合景観計画区域内における行為（変更）通知書の添付書類 

【共通】 

行為の種類 図 書 図書に記載すべき事項 

・建築物の新築等 

・工作物の新設等 

・開発行為等 

・屋外における物

件の堆積 

・鉱物の掘採又は 

土石の採取 

・木竹の伐採 

※景観検討資料 

自ら良好な景観の形成の観点から景観計画に定められた行為の制限への適合を確

認した内容がわかる事項（適合が確認できる設計図又は施行方法を明らかにした図

面を含む。） 

位置図 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 

※ 景観検討資料は、国の機関等が自ら景観検討を行い、景観計画に定められた行為の制限への適合を確認した資料（適合が確認できる

設計図又は施行方法を明らかにした図面を含む。）を添付して下さい。 

  景観検討資料の例 

   ①法令に基づく景観検討（法及び条例に基づく環境影響評価） 

   ②国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針（案）に基づく景観検討 

   ③公共事業等景観形成指針（岩手県）に沿った検討 

   ④事業主体による独自の景観検討 

（裏 3/3） 



様式第３号（第８条関係） 

 

景観計画区域内における行為の完了（取りやめ）報告の届出書 

 

年  月  日  

 

陸 前 高 田 市 長   様 

 

届出者 住  所 

 

氏  名                ㊞ 

 

                          法人その他の団体にあっては、主たる事務所の 

                          所在地及び名称並びに代表者の氏名 

                          電話番号 

 

景観法第１６条第１項の規定により届け出た行為を完了した（取りやめた）ので、陸前高田市景観条例第

１３条の規定により、次のとおり届け出ます。 

行 為 に 係 る 地 域 

及 び 地 区 の 名 称 

地 域 

地 区 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

完了（取りやめ） 

年 月 日 
年   月   日 

取 り や め の 理 由 

及びその後の措置 
 

備考 届け出た行為が完了した後又は取りやめた後の状況を示す写真（色彩を識別することのできるも 
  のに限る。）を添付してください。なお、撮影位置及び方向は、着手前と同一とします。 

 

 

  



様式第４号（第10条関係） 

 

景観重要建造物指定提案書 

 年  月  日 

 陸 前 高 田 市 長 様 

  提案者  住  所 

 

   氏  名            ㊞ 

   

 

   電話番号 

 

 景観法※１        の規定に基づき、景観重要建造物の指定について、次のとおり提案します。 

 

提案に係る 

建造物の名称 

 

提案に係る 

建造物の所在地 
 

提案の理由（景

観上の重要性な

ど）、指定の基準

及び指定の方針

に該当する事由 

 

提 案 に 係 る 

建 造 物 の 

外 観 の 特 徴 

敷 地 面 積                    ㎡ 

構   造 
造 

（一部       造） 
階   数         階建て 

建 築 面 積           ㎡ 延べ面積           ㎡ 

屋根仕上げ  外壁仕上げ  

外観の特徴 

 

 

 

そ の 他 
 

※建築年        設計者        施工者 

提 案 内 容 に 

係 る 照 会 先 

住所 

氏名(名称及び担当者名)  

電話番号 

備 考 

 

 

 

 備考 

  １ ※１の個所は、該当しない事項を二重線で消してください。 

  ２ 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の１以上の図面、道路その他 

   の公共の場から撮影した当該建造物の写真、景観法第20条第１項の合意又は同条第２項の同意を得たこと 

   を証する書類を添付してください。（景観法施行規則第７条第１項（第２項）各号に掲げる図面等）

   

法人にあっては、主たる事務所の所在
地、名称及び代表者の氏名 

第２０条第１項 

第２０条第２項 

（Ａ４） 



様式第５号（第12条関係） 

 

景観重要建造物現状変更許可申請書 

年  月  日 

陸 前 高 田 市 長 様 

                            申請者 住  所  

  氏  名          ㊞ 

   

電話番号 

 景観重要建造物の現状変更の許可を受けたいので、景観法第２２条第１項の規定により、次のとおり申請し 

ます。 

建 造 物 の 名 称 
  

建 造 物 の 所 在 地  

指 定 番 号            号       

指 定 年 月 日    年   月   日 

現 状 変 更 行 為 の 種 類  

現 状 変 更 の 場 所  

設計方法又は施行方法  

現 状 変 更 の 理 由  

設計者の氏名及び住所 

 法人にあっては主たる事業所 

 の所在地、名称及び代表者の 

氏名 

 

施工者の氏名及び住所 

 法人にあっては主たる事業所 

の所在地、名称及び代表者の 

氏名 

 

着 手 予 定 日  

完 了 予 定 日  

備 考 

 

 

備考 当該行為の設計仕様書及び設計図、当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮

尺２，５００分の１以上の図面、当該建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真、申請者が所有

者以外の者であるときは、所有者の意見書を添付してください。（景観法施行規則第９条第２項各号に

掲げる図面等） 

法人にあっては、主たる事務所の所在
地、名称及び代表者の氏名 

（Ａ４） 



様式第６号（第14条関係） 

 

景観重要樹木指定提案書 

年  月  日 

陸 前 高 田 市 長 様 

提案者 住  所 

    氏  名            ㊞ 

   

電話番号 

 

景観法※         の規定に基づき、景観重要樹木の指定について、次のとおり提案します。 
 

提案に係る樹

木の樹種 

  

提案に係る樹

木の所在地 
 

提案の理由（景

観上の重要性

など）、指定の

基準及び指定

の方針に該当

する事由 

 

 

 

提案に係る樹

木の樹容の特

徴 

地域におけ 

る呼び名 
                    

その他 

樹容の特徴 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 備考 

  １ ※の個所は、該当しない事項を二重線で消してください。 

  ２ 当該樹木の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の１以上の図面、道路その 

   他の公共の場から撮影した当該樹木の写真、景観法第29条第１項の合意又は同条第２項の同意を得た 

   ことを証する書類を添付してください。（景観法施行規則第１２条第１項（第２項）各号に掲げる図 

   面等） 

 

法人にあっては、主たる事務所の所在
地、名称及び代表者の氏名 

第２９条第１項 

第２９条第２項 

（Ａ４） 



様式第７号（第16条関係） 

 

景観重要樹木現状変更許可申請書 

年  月  日 

 陸 前 高 田 市 長 様 

                            申請者 住  所 

                                氏  名           ㊞ 

   

電話番号 

 

景観重要樹木の現状変更の許可を受けたいので、景観法第３１条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

樹 木 の 樹 種 
  

樹 木 の 所 在 地  

指 定 番 号            号       

指 定 年 月 日    年   月   日 

現 状 変 更 行 為 の 種 類  

現 状 変 更 の 場 所  

施 行 方 法  

現 状 変 更 の 理 由  

施工者の氏名及び住所 

 法人にあっては主たる事業所 

の所在地、名称及び代表者の 

氏名 

 

着 手 予 定 日  

完 了 予 定 日  

備 考 

 

 

 

 

 備考 当該行為の施行方法を明らかにする図面、当該樹木の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す

縮尺２，５００分の１以上の図面、当該樹木及び当該行為をしようとする個所の写真、申請者が所有者

以外の者 であるときは、所有者の意見書を添付してください。（景観法施行規則第１４条第２項各号

に掲げる図面等） 

 

法人にあっては、主たる事務所の所在
地、名称及び代表者の氏名 

（Ａ４） 



様式第８号（第18条関係） 

 

景観重要建造物（景観重要樹木）所有者変更届出書 

年  月  日 

 陸 前 高 田 市 長 様 

                           届出者 住  所 

 氏  名             ㊞ 

   

                               電話番号 

 

 景観法第４３条の規定により、景観重要建造物（景観重要樹木）の所有者（所有者の氏名）の変更について、

次のとおり届け出ます。 

建 造 物 の 名 称 

（ 樹 種 の 種 類 ） 
  

建 造 物 の 所 在 地 

（ 樹 木 の 所 在 地 ） 
  

指 定 番 号 号 

所有者の変更前の住所 

 法人にあっては、主たる

事務所の所在地 

  

所有者の変更後の住所 

 法人にあっては、主たる

事務所の所在地 

  

所有者の変更前の氏名 

 法人にあっては、主たる

事務所の所在地 

  

所有者の変更後の氏名 

 法人にあっては、主た 

 る事務所の所在地 

 

変 更 年 月 日      年     月     日 

変 更 の 事 由  

備 考 

 

 

 

 

 備考 

  １ 該当しない事項を二重線で消してください。 

  ２ 変更内容を証する書類を添付してください。 

法人にあっては、主たる事務所の所
在地、名称及び代表者の氏名 

（Ａ４） 


